
平成 28年 5月 28日 

沖生会・理科連携WG 

 

【議案】沖縄生物学会（以下沖生会）および沖縄生物教育研究会（以下沖生教研）の両会

員が授業等で自由に利用できる生物関連画像のデータベース（以下 DB）を設置す

る。 

 

【目的】生物関連画像、特に沖縄の生物に関する画像を自由に使える DB を設置すること

で、会員の授業の魅力アップや会員相互の情報交換につなげ、高大連携の一助と

なす。 

 

【DB内容】 

（１）DBの設置場所 

    沖生会 HPサーバーに設置（画像 1枚 5MBとしても 18,000枚の掲載が可能） 

 

（２）予算措置（別紙１見積参照） 

    初年度 75,000円・・・・沖生会 出版事業会計から拠出 

     ＜内訳＞初期設定 40,000円、初期画像 UP（1,000枚）30,000円、 

         運用マニュアル作成 5,000円、 

    2年目以降 20,000円・・・沖生教研 一般会計または基金から拠出 

     ＜内訳＞年間保守 3,000円＋画像 UP・修正（5円／1件）3,400件 17,000円 

 

（３）画像の種類 

    DBに提供される画像は生物教育に関するものとする。他の生物関連 DBサイトと

の差別化を図るため、単に生きものの生態写真だけでなく、実験に関する機器、

実験風景、環境・風景なども含める。（階層構造については次ページ参照） 

 

（４）提供規程・利用規程（次々ページ参照） 

    提供者、利用者とも当面は沖生会員および沖生教研会員のみとする。 

    利用者を優先し、非営利目的では気軽に利用できる。 

    提供者は、著作権を守りたい場合、提供画像にクレジットを入れることが可能。 

    利用者は、授業や個人制作スライドショー等で 2次加工を含め利用可能。 

    提供者は、自身の画像が 2次加工されることを承諾のうえで提供する。 

    利用者は、営利目的で利用する場合（たとえば出版物などに使用したいとき）は

沖生会HP問合せアドレス okibio@w3.u-ryukyu.ac.jp を通じて、理科連携WG

へ連絡し、許可を取る。 

    利用者は、不特定多数に流出することがないように留意する。流出した場合はすぐ

に下記に連絡する。 

 

（５）運用マニュアル 

    運用は沖生会 HP管理者の林千緒氏、沖生教研WEB係が中心となって行う。運用

マニュアルは運用決定後、林氏が作成する。基本的に、画像の集約と確認を沖生

教研WEB係が行い、DBへの画像 UP・修正は、林氏が行う。 

    アクセスログをとり、画像の利用状況をフィードバックしながら、翌年度の画像

提供に生かす。 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

沖縄生物教育画像データベース　階層

1 細胞と代謝 図
実験
PPファイル（jpg.）

2 生殖と発生 図
実験
PPファイル（jpg.）

3 動物生理 図
実験
PPファイル（jpg.）

4 植物生理 図
実験
PPファイル（jpg.）

5 生態系 図
実験
PPファイル（jpg.）
環境・風景 陸

河川
海
人工物

6 遺伝子（DNA） 図
実験
PPファイル（jpg.）

7 進化と系統 図
実験
PPファイル（jpg.）

8 生物種 原核
菌類
植物 藻類

コケ類
シダ類
裸子類
単子葉類
双子葉類

無脊椎動物 昆虫類
甲殻類
軟体類
棘皮類
その他

脊椎動物 魚類
両生類
爬虫類
鳥類
哺乳類



沖縄生物学会理科教育WGが運営する画像データベースの画像提供規定及び利用規程 

 

１．目的 

この規定は、沖縄生物学会理科教育 WG（以下 WG）が運営する画像データベース（以下

DB）に関し、画像提供者・著作者の権利及び利用者の権利を定め、これらの画像

の公正な利用に留意しつつ、もつて沖生会の高・大連携の発展に寄与することを

目的とする。 

 

２．画像提供規定 

  WG へ画像を提供する場合、非営利目的の利用に限り、画像の提供者（原作の著作権

者）は以下の権利の行使を許可するものとする。 

 ただし、営利目的の利用が無許可で行われる予想もしくは確認ができた場合、著作権者

はその利用を停止させる事ができる。 

   

  ①著作者人格権のうち氏名表示権（著作権法第 17条・第 19条） 

  ②著作権（財産権） 

   1)複製権（第 21条） 

   2)公の伝達権〈第 23条) 

   3)公衆送信権（第 23条） 

   4)展示権（第 25条） 

   5)譲渡権（第 26条の２） 

   6)貸与権（第 26条の３） 

   7)二次的著作物の創作権（WGおよび利用者）（第 27条） 

   8)二次的著作物の利用権（WGおよび利用者）(第 28条) 

   

３．画像利用規程 

沖縄生物学会会員及び沖縄生物教育研究会会員は、DB内の画像を非営利目的で自由に利用

できる。 

営利利用を目的とする場合、予めその利用の目的および内容の詳細、目的等を記した書面

をWGまで提出し、利用許可を得た後に指定した画像を利用できる。 

なお、利用に際しては、以下の事項を厳守すること。 

１．著作権者もしくはその行使者名を明記すること 

２．目的外の使用を行わないこと 

３．上記会員以外の第三者へのデータ提供を行わないこと 

４．データの流出があった場合には、著作権者に速やかに連絡すること 

５．１～４に関して、やむを得ない事情のある場合には沖生会 HP 問合せアドレス 

okibio@w3.u-ryukyu.ac.jp を通じて、理科連携 WG まで、速やかに連絡を行う

こと 

 

４．附則 

   この規定は、平成 29年 2月 1日から適用する。 

 

 

 

 

 

この件の問合せ・報告はすべて、沖生会の HP問合せアドレス okibio@w3.u-ryukyu.ac.jp 

を通じて、理科連携 WGへ伝えること。 

 


